
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
公
用
令
書
等
の
様
式
を
定
め
る
件
（
平
成
二

 
十
五
年
四
月
十
二
日
）　

最
終
改
正
：
令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

 　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
公
用
令
書
等
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
定

 

め
る
。

 

　
　

平
成
二
十
五
年
四
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
閣
総
理
大
臣　

安
倍　

晋
三　
　

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
百
二
十
二
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
公
用

令
書
及
び
公
用
取
消
令
書
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
三
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
四
の
と
お
り
と

 

す
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
公
示
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。　

 

 

 



別
記

様
式

第
一

収
用

第
　

　
　

　
　

号

氏
名

住
所

第
55条

第
２

項

第
55条

第
４

項

  (理
由

)

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

処
分

権
者

　
　

氏
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

印

収
用

す
べ

き
物

資
の

種
類

数
量

所
在

場
所

引
渡

月
日

引
渡

場
所

備
考

備
考

　
用

紙
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。

公
　

　
　

用
　

　
　

令
　

　
　

書

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

特
別

措
置

法
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

物
資

を
収

用
す

る
。



別
記

様
式

第
二

保
管

第
　

　
　

　
　

号

氏
名

住
所

第
55条

第
３

項

第
55条

第
４

項

  (理
由

)

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

処
分

権
者

　
　

氏
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

印

保
管

す
べ

き
物

資
の

種
類

数
量

備
考

備
考

　
用

紙
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。

公
　

　
　

用
　

　
　

令
　

　
　

書

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

特
別

措
置

法
の

規
定

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

物
資

の
保

管
を

命
ず

る
。

保
管

す
べ

き
場

所
保

管
す

べ
き

期
間



別
記

様
式

第
三

使
用

第
　

　
　

　
　

号

氏
名

住
所

施
設

又
は

土
地

、
家

屋
若

し
く
は

物
資

を
使

用
す

る
。

  (理
由

)

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

処
分

権
者

　
　

氏
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

印

名
称

数
量

所
在

場
所

範
囲

期
間

引
渡

月
日

引
渡

場
所

備
考

備
考

　
用

紙
は

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。

公
　

　
　

用
　

　
　

令
　

　
　

書

新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン

ザ
等

対
策

特
別

措
置

法
第

29条
第

５
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
病

院
若

し
く
は

診
療

所
若

し
く
は

宿
泊

第
49条



別
記
様
式
第
四

取
消
第
　
　
　
　
　
号

氏
名

住
所

第
29条

第
５
項

第
49条

第
55条

第
２
項

第
55条

第
３
項

第
55条

第
４
項

　
　
　
　
号
）
に
係
る
処
分
を
取
り
消
し
た
の
で
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
27条

の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
を
交
付
す
る
。

(取
り
消
し
た
処
分
の
内
容
）

　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
　
日

処
分
権
者
　
　
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

備
考
　
用
紙
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

公
　
　
　
用
　
　
　
取
　
　
　
消
　
　
　
令
　
　
　
書

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法

の
規
定
に
基
づ
く
公
用
令
書
（　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　
　
第


